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【 公 印 省 略 】    

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について 

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成 30 年６月８日政令第 184

号。以下「改正政令」という。）、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平

成 30年６月 19日厚生労働省令第 75号。以下「改正省令」という。）、安全衛

生特別教育規程等の一部を改正する告示（平成 30 年６月 19 日厚生労働省告示

第 249号。以下「改正告示」という。）及び安全帯の規格の全部を改正する告示

（平成 31年１月 25日厚生労働省告示第 11号。以下「改正規格」という。）が

公布又は告示され、平成 31年２月１日から施行又は適用することとされたとこ

ろです。 

このことに関連した消防における安全帯の使用及び特別教育の取扱いについ

て、下記のとおり通知します。 

 貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事

務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）に対して、改正政令、改正省令、改正

告示、改正規格等の趣旨、内容について周知いただくとともに、各消防本部にお

いては、消防学校の教育訓練の基準（平成 15年消防庁告示第３号）、「消防学

校の教育訓練の実施」の教育指標（平成 15年 11月 19日付け消防消第 220号消

防庁消防課長通知）、救助操法の基準（昭和 53年消防庁告示第４号）等の内容

を踏まえた、適切な訓練及び消防活動の実施並びに安全管理体制の確立に引き

続き取り組まれるよう適切な指導及び助言を行っていただきますようお願いし

ます。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づ

く助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 
１ 安全帯に関する主な改正内容について 

殿 



改正政令において、安全帯の名称が「墜落制止用器具」に改められるととも

に、改正省令においても、安全帯を労働者に使用させることを義務付ける規定

等について、「安全帯」が「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜

落制止用器具（以下「要求性能墜落制止用器具」という。）」に改められまし

た。 

また、改正規格において、6.75 メートルを超える高さの箇所で使用する墜

落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならないこととされました。 

 

２ 特別教育に関する主な改正内容について 

  改正省令において、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 59条第３

項に規定されている特別教育の対象となる業務に「高さ２メートル以上の箇所

であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち

フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業

務を除く。）」が追加され、改正告示に、その教育科目等が定められました。 

  特別教育については、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第

37 条に、「事業者は、特別教育の科目の一部について十分な知識及び技能を

有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省

略することができる。」とされており、別添１の第２の２（２）のとおり、特

別教育を省略できる条件が示されています。 

  消防職員は、消防活動を行うための十分な知識及び技能を身につけるため

に、消防学校や職場教育等において、消防学校の教育訓練の基準、「消防学校

の教育訓練の実施」の教育指標等に基づき、当該業務に関する教育訓練を受け

ていますが、別添１の第２の２（２）を踏まえ、各消防本部において、特別教

育の省略の可否について適切に判断されるようお願いします。 

  なお、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程（昭和 47年労働省告

示第 92 号）第 24 条に定められている特別教育の教育科目のうち、「関係法

令」については、省略することができませんので、今回の改正内容も含めた教

育の実施をお願いします。 

 

３ 施行期日、適用日及び経過措置について 

  上記改正は、平成 31年２月１日から施行又は適用されます。ただし、２の

改正を除いては、平成 34年（2022年）１月１日までの間、改正前の法令に基

づく安全帯の使用を認める猶予期間が設けられる等の経過措置が置かれてい

ます。 

 

４ その他 

 改正省令による改正前の労働安全衛生規則第 518 条第２項では「労働者に

安全帯を使用させる等」と規定されており、この「等」には、労働者に安全帯



等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止する

ための保護帽を着用させる等の措置が含まれるとされているところです。この

点については、「安全帯」が「要求性能墜落制止用器具」に改正されても変更

はなく、別添２の第４の４（１）においても同様の内容が示されていますので、

適切な対応をお願いします。 
 
 

参考資料 

・別添１ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について（平

成 30 年６月 22 日付け基発 0622 号第１号厚生労働省労働基準局長通

知） 

・別添２ 墜落用制止用器具の安全な使用に関するガイドライン（平成 30年６

月 22日付け基発 0622第２号厚生労働省労働基準局長通知） 

・別添３ 安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について（平成 31年１月

25日付け基発 0125号第２号厚生労働省労働基準局長通知） 

・別添４ リーフレット「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！」 

・別添５ 墜落制止用器具に係る質疑応答集（平成 30年 11月 20日付け基安安

発 1120第１号） 

・別添６ 改正された労働安全衛生法施行令等の新旧対照表 

・別添７ 墜落制止用器具の規格（厚生労働省告示第 11号） 

 
 

【問合せ先】 
（消防活動及び特別教育に関すること） 

消防庁消防・救急課 手塚、田村、森 
電話：03-5253-7522 

（救助活動に関すること） 
消防庁国民保護・防災部参事官  
          布川、松浦、堀木、足立 
電話：03-5253-7507 
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